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命 令 書 (写）

再審査申立人 日本自治体労働組合総連合大阪市バス労働組合

再審査被申立人 大阪市

主 文

本件再審査申立てを棄却する。

理 由

第１ 事案の概要

１ 平成１７年６月３０日、再審査被申立人大阪市（以下「市」という ）。

が経営する交通事業の一部業務を受託している大阪運輸振興株式会社（以

下「会社」という ）の従業員で組織する再審査申立人日本自治体労働組。

合総連合大阪市バス労働組合（以下「組合」という ）は、市に対して、。
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、 、①１年契約の反復雇用の形態をやめ 早急に正規社員として雇用すること

②初任給の基本給を月額２２万円とすること、③組合に対し組合事務所を

貸与すること、④今後の公営交通の計画・方針の情報を公開し、労働者に

説明することを要求内容とする団体交渉（以下「団交」という ）の申入。

れをしたところ、同年７月１２日、市は、上記団交申入れを受ける立場に

ないと回答して、これに応じなかった。

本件は、市は組合の組合員に対して不当労働行為制度上の使用者にあた

り、上記団交拒否は労働組合法(以下｢労組法｣という ）第７条第２号の。

不当労働行為に該当するとして、平成１７年１１月１０日、組合が大阪府

労働委員会（以下「大阪府労委」という ）に救済申立てを行った事案で。

ある。

２ 請求する救済内容の要旨

( ) 組合が平成１７年６月３０日付けで申し入れた団交事項に関する団交1

応諾

( ) 謝罪文の掲示2

３ 初審大阪府労委は、平成１９年５月２９日付けで、市は本件団交事項を

議題とする団交に応諾する義務のある使用者であるとはいえないとして、

本件救済申立てを却下した。

組合は、これを不服として、初審決定の取消し及び上記２の救済を求め

て、平成１９年６月１１日、再審査を申し立てた。

第２ 当事者の主張の要旨

１ 再審査申立人（組合）の主張

( ) 市の使用者性の存否について1

ア 初審決定は、朝日放送事件最高裁判決の基準を引用した上で、団交

事項ごとに市が「現実的かつ具体的に支配、決定」していたかどうか
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、 。 、を問題としているが そのような立場は誤りである 本件においては

個々の団交事項ごとに検討を加えるまでもなく、会社が市交通局の一

部門であること、市と会社との間の業務委託契約は市によって完全に

支配された性格のものであること等に鑑みれば、包括的な事項につい

て、会社に加えて、市に労組法第７条第２号の「使用者」性が肯定さ

れるべきである。

イ 朝日放送事件最高裁判決の基準に従っても、市の「使用者」性が肯

定される。すなわち、市交通局は、委託契約の内容及び業務内容の現

実的かつ具体的な支配、決定並びに資本的・人的・経営的支配関係を

通じて、会社従業員の労働条件をも、現実的かつ具体的に支配、決定

することができる「地位」にあったのである。

( ) 会社に対する市の支配性について2

ア 組織面での市の支配について

会社は、そもそもその設立経過からして、市の政策目的実現のため

に設立された株式会社であり、次のとおり、その資本、人事、資産及

び財政など、組織的にみて、市の支配下に完全に組み込まれている。

(ｧ)（資本）市は、会社の株主総会において過半数の議決権を行使する

ことにより、会社の基本的事項に関する決議あるいは取締役会の任

免権行使を通じて会社のあらゆる事項に関して自己の意思を貫徹で

きるのであり、市が資本面で会社を支配していることは明らかであ

る。

(ｨ)（人事）市からの退職派遣職員は、市の意向・決定を会社の業務遂

行に反映させるために会社に派遣（実質的には出向）されているの

であり、かつ、派遣職員が取締役の過半数存在することにより市の

意向・決定は会社において必ず貫徹されるのである。

(ｩ)（資産）会社は、自らが業務を行うための営業用資産を一切保持し
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ておらず、業務で使用する４つの営業所やバス・停留所その他の営

業用資産も市から無償貸与を受け、さらに、バス運行に必要な操車

場も市から無償使用が認められているように、会社は、独力で業務

を行う意思も能力もなく、その全てを市に依存しているのである。

(ｪ)（財政）会社の売上げは、市が決定している市からの業務委託料金

がほとんど全てであり、会社は、市から独立した財産もなければ、

収益業務もほとんどなく、その経営は全て市の意向に従わざるを得

ないのである。

(ｵ)（監理団体としての支配）市は、市の監理団体たる会社の組織・人

事・給与・経営等に深く関与し、それらの事項に関し事実上の決定

を行っているのである。

イ 業務面での市の支配について

会社の市バス運行事業に関しては、運行ダイヤの作成、運転手の勤

務ローテーション、営業用資産の購入・整備、将来的な計画等、すべ

て市がその業務内容を決定・管理している。

(ｧ)（業務にかかわる具体的指示）例えば①臨時便の運行及び業務担当

・業務内容に関する指示、②運転手の勤務制度の見直しに関する指

示、③運転手の研修に関する指示などは、市から直接各営業所所長

に対して行われており、この決定・指示について、会社は一切関与

せず、市は会社の管理に係る営業所と他の営業所を全く同様に取り

扱っている。

(ｨ)（業務に関する責任の所在）会社の市バス運行事業については、本

件委託業務に関する基本契約書からも明らかなように、市が全てそ

の責任を負っている。このように、形式上会社によるとされる業務

遂行に関しても、これを管理し、責任をも負担しているのは市なの

である。
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ウ 労働条件面での市の支配について

市は、次のとおり、会社の運転手に対して、他の営業所の直用職員

の運転手と全く同様に指揮監督を行ってきた。

(ｧ)（勤務ローテーションの作成）市がバス運行ダイヤを決定すると、

労働者の勤務ローテーションも直接的に決まってしまう。会社の社

員は、完全に交通局職員と同一の指揮命令系統下に属して、業務指

示の内容及び手順については交通局職員と区別することなく、交通

局職員らと一体となって、市の市営交通サービスの業務に従事して

いるのである。

(ｨ)（市バス運行上の具体的指揮命令）運転手は、乗務中は常に直接に

市の運輸課運輸係（運行指令）の運行管理者に連絡をしなければな

らない。事故時や災害発生時における無線指示の際はもちろんであ

るが、平常時においても「職員カード」を読取機に通して運行する

ことにより、常に市の運行指令の指揮命令下で運行業務に従事して

いる。

(ｩ)（賃金・賞与等の決定）組合員に対する賃金・賞与等の決定は実質

的には市が行っている。このことは、市が会社を資本・人事面で支

配していること、会社は独自の収入をほとんど持たず、賃金・賞与

等に支払える金額は、市の算出した委託代金額に実質的に拘束され

てしまうこと等から明らかである。

(ｴ)（勤務評価）市は、市の職員が抜き打ちで添乗して運転手の乗務状

況を監視・評価する「添乗成績」によって、会社の従業員の勤務評

価を実施しており、これを理由として雇止めになる場合があり、会

社の従業員たる地位の喪失についてまで直接に支配を及ぼしてい

る。さらに、この添乗成績は、一時金の査定基準として用いられ、

市が、勤務成績の評価という形で、直接かつ一方的に労働者にとっ
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て最も重要な労働条件というべき賃金額について決定権限を有して

いるのである。

エ 以上のような市と会社との包括的な支配・被支配の関係からすれ

ば、会社は、市交通局の一部門の役割を担っているにすぎず、組合の

組合員の労働条件は、すべて市の重大な支配力・影響力のもとで決定

されているというべきである。

したがって、市は、組合の組合員との「労働関係に対して、不当労

働行為法の適用を必要とするほどの実質的な支配力ないし影響力を及

ぼしうる地位にある者」というべきであって、労組法第７条第２号の

使用者に当たると解すべきである。また、仮に朝日放送事件最高裁判

決の基準を適用する場合でも、市は、組合の組合員の労働条件を「現

実的かつ具体的に支配、決定できる地位」にあるというべきである。

( ) 個別的団交事項との関係について3

初審決定は個々の団交事項ごとに検討を行っているから、個々的な団

交事項との関係について、念のため論ずる。

ア 団交事項①（正規社員としての雇用）について

市は会社を実質的に支配しており、その経営方針や雇用形態を会社

が自由かつ独自に決定することはできない。また、雇用形態のあり方

は人件費総額を大きく変動させる事項であるから、経費削減を図りた

い市が会社における雇用を１年間の有期雇用（更新制）のままにした

い意向を有していることは明らかである。

イ 団交事項②（初任給を２２万円とすること）について

社内会議での給与額の「決定」自体が市の支配のもとに行われてい

るのである。すなわち、社内会議の出席者の圧倒的多数は、市からの

派遣職員であり、また、社内会議に対して市は必要な「指導」の権限

を有しており、しかも、市からの委託料収入は会社の収益の約９７％
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を占めているのであるから、社内会議の決定は、市が一方的に決定し

た委託料の「運転及び運行管理費」の範囲内でのものにすぎない。

ウ 団交事項③（組合事務所の貸与）について

初審決定によれば、施設管理権は市が有しているというのであるか

ら、組合事務所貸与の可否を決することについて、市には何らの障害

もない。逆にいえば、会社には決定権がないのであるから、会社のみ

を交渉の相手方とする意味はないのである。

エ 団交事項④（公営交通の計画の公開・説明）について

初審決定は義務的団交事項に含まれないとしたが、会社の経営方針

は市の公営交通政策の帰趨によって大きく左右され、現在及び将来に

わたって市からどのような事業を受託し、どの程度の委託料収入が見

込まれるのかが、労働者の賃金に大きく影響する。このような状況の

もとで、組合が、使用者の財務状況や今後の経営方針を十分に把握す

るため、公営交通の計画等について把握することは団交を実効あらし

めるため不可欠のものである。

２ 再審査被申立人（市）の主張

( ) 市の使用者性の存否について1

ア 初審決定は 「包括的な支配権の有無にかかわらず、本件における、

具体的な団交事項について、市が雇用主と部分的にとはいえ同視でき

る程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にある

といえるか」との観点から判断し、各団交事項について、市の使用者

性を否定しており、これは、朝日放送事件最高裁判決の基準に適合し

たもので、妥当というべきである。

イ 組合は、資本関係、人事面、経営面に関する関係を強調し、市が組

合に対して使用者性があることを主張しようとするが、組合のいう資

本関係、人事面の関係、経営面に関する関係は、いずれも、市と会社
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の関係の一般的な面をいうにすぎず、民間でも親子会社であれば通常

見られる関係であって、市が、組合の組合員の労働条件を決定する地

位、すなわち使用者の地位にあることを意味するものではない。

第一に、資本面の関係については、確かに市が会社資本の３７．５

％を有しているが、このことと具体的な労働条件の決定とは無関係で

ある。第二に、人事面についても、市バスの運行という委託業務を適

正に遂行させるために適切な人材として派遣したり、退職者を派遣し

たりしているにすぎず、労働条件について市が決定していることを意

味するものではない。第三に、組合は、初審は会社が営業用資産を持

っていないことなどを欠落していると主張するが、会社が受託してい

るのは、市バスの運行業務なのであり、市のバスに自社の運転手を乗

務させて運行するという業務なのである。車両や営業所を自らの責任

で調達し、自ら有して運行することとなると、運輸局の営業許可は会

社が自分で取り、市バスではなく、会社のバスとして運行することと

なるのであって、組合の主張は理解しがたい。

( ) 会社に対する市の支配性について2

（ ） 、 、ア 委託費 委託費の額については 契約交渉で決められるものであり

市が一方的に決めている事実はない。また、既に他の営業所について

民間のバス事業者との競争がなされているのであり、委託の受注につ

いて、会社が独占的な地位にあるわけでもない。まして、委託料の額

と賃金額とが連動して自動的に決められているわけでもなく、委託料

の額から使用者性を導き出すことは相当ではない。

イ（勤務ローテーションの割付）まず、運行ダイヤを定めることは、一

般乗合旅客自動車運送事業者である市交通局の法律上の義務であり、

（ ）。 、会社に行わせることはできない 道路運送法第１５条の３ そして

この定められた運行計画に基づく運行を会社に委託するのである。運
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行ダイヤは、いわば、委託者としての発注内容であり、特定の運行ダ

イヤに基づく運行を委託したからと言って、市が使用者性を帯びるも

のでないことは明白である。

会社は、この中でその雇用する運転手がどのバスにどの程度乗務す

るかを決めるわけであるが、その点は会社の責任で決めているのであ

り、市としてはソフトウェアを含め、ノウハウを提供しているにすぎ

ず、これを使うか否かについても会社の判断事項である。

ウ（休暇、労働時間等）休暇や労働時間、超過勤務の有無、個々の運転

手の具体的な乗務スケジュール等は、すべて、会社が自らの判断で決

定しているのであり、市が、労働条件の決定に関与している事実はな

い。

エ（業務指示の通知）業務指示の通知が市から会社の営業所長に直接送

付されることがあることについては、これは市と会社の間の業務上の

連絡文書であって、個々の運転手に対する勤務命令の性質を持つもの

ではないし、まして、会社の運転手に対する直接の指揮としての性質

を持つものではない。

オ（監理団体）会社が市の監理団体であることについては、市は会社に

対し必要な指導調整を行うのみであって、会社が具体的な労働条件に

ついて独立した決定ができないということはあり得ない。

( ) 個別的団交事項との関係について3

本件は、主として正規社員として雇用するか、初任給をいくらにする

か等が交渉事項なのであって、次のとおり、この点に市が積極的に関与

しているわけでもなく、かつ、何らかの指示をしていたものでもないか

ら、本件において、市に使用者性を認める余地はない。

ア 団交事項①（正規社員としての雇用）について

有期雇用契約の社員を正規社員として雇用するか否かについては、
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専ら雇用主である会社が決定すべき事項であり、現に会社が決定して

いる。この点につき、会社に対する委託者にすぎない市が具体的、現

実的に決定することができる地位にはないし、かつ、現実に決定して

いない。

イ 団交事項②（初任給を２２万円とすること）について

組合の組合員の初任給の基本給を含めて、会社の社員の給与につい

ては、会社の経営状況、他の民間バスの給与水準その他の事情を総合

的に勘案して、会社の経営者のみが具体的現実的に決定することがで

きるのであり、現に会社が決定していることは明らかであり、市が会

社の社員の給与につき、雇用主である会社と同視できる程度に現実的

かつ具体的に支配、決定することができる地位にあるものではない。

ウ 団交事項③（組合事務所の貸与）について

組合事務所の貸与は、いわゆる使用者の便宜供与に属するものであ

って、貸与するか否か、どの程度の場所をどのような条件で貸与する

かについて、本来の使用者である会社が具体的現実的に決定すべき地

位にあるのであり、市は、地方公共団体の庁舎管理の一環として、会

社が市所有の施設を使用することについて、委託業務との関係（組合

事務所の貸与と委託業務とは直接の関係がない）で承諾するか否かを

決定する立場にあるにすぎない。

エ 団交事項④（公営交通の計画の公開・説明）について

公営交通の計画・方針の公開・説明についても、団交事項といえな

いことは、初審決定のとおりである。組合は 「組合が求めているの、

は今後の計画、方針に対する交渉ではなく、その情報開示と説明であ

」 、 。 、る として 求めるのが交渉ではないことを自認している 交渉せず

単に説明を求めるだけなのであれば、そもそも、市がこれに応ずる義

務がないことも明白である。
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第３ 当委員会の認定した事実

当委員会の認定した事実は、初審決定書第２の２「前提事実」及び第４の

１の認定事実のうち、その一部を次のとおり改めるほかは、当該前提事実及

び認定した事実と同一であるので、これを引用する。この場合において、当

該引用部分中 「申立人」を「再審査申立人」と 「被申立人」を「再審査、 、

被申立人」と 「本件申立時」を「本件初審申立時」と 「当委員会」を「大、 、

阪府労委」とそれぞれ読み替えるものとする。

１ 第２の２（１）ウ(ア)（初審決定書２頁、以下「初審決定書」との記載

を省略する ）を次のとおり改める。。

「（ ） 、 、ア 会社は 大阪市営交通事業の経営効率化の推進に協力するとともに

高年齢者の能力の活用及び雇用確保を目的として、昭和６３年６月２０

日に設立され、平成１９年４月１日現在の従業員数は８３１名で、うち

運転手は５６９名である。

運転手の経歴等による内訳をみると、交通局ＯＢ運転手（市を定年退

職した後会社に採用された者）１９名、元交通局嘱託運転手（市の嘱託

職員の運転手で市バス運行事業の委託に伴い会社に採用された者）６９

名、新たに採用された嘱託運転手（平成１４年４月以降会社が１年契約

で採用した者）４４７名であり、ほかに有期雇用者でない正規社員の運

転手（契約更新３年以上の嘱託運転手のうち平成１７年度以降正規社員

に登用された者）３４名がいる。なお、組合の組合員は上記イのとおり

主に元交通局嘱託運転手であり、新たに採用された嘱託運転手も加入し

ている。

本件初審申立時における会社の出資者は、市、申立外交通サービス株

式会社（以下「交通サービス」という ）及び申立外大阪交通労働組合。

「 」 。 。 、 、(以下 大交 という )である なお 交通サービスの主な事業内容は



- 12 -

環境整備、電気整備、車両整備等である。また、大交は、交通局の職員

。 、 、 、で組織される労働組合である 会社には 多数組合として 組合のほか

大阪市の関連企業の従業員で組織される大阪交通関連企業労働組合（以

下「関企労」という ）の支部がある。。

２ 第２の２（１）ウ(イ)（２頁）を次のとおり改める。

「 イ）会社の設立当初の受託業務は、大阪南港の交通機関であるニュート（

ラムの駅運輸業務の受託であったが、その後、地下鉄の駅運輸業務を受

託し、平成１０年４月からは市バスの操車場・バスターミナル管理業務

及び定期観光バスの観光案内業務を受託した。そして、一般乗合旅客自

動車運送事業に係る業務として、平成１４年４月に古市営業所及び住之

（ 「 」江営業所における運転業務・運行管理業務等 以下 市バス運行業務等

という ）の業務を受託するとともに、事業免許を取得して直営事業と。

して直行バス運行業務を実施した。また、会社は、平成１７年４月に長

、 。吉営業所 平成１８年４月に酉島営業所の市バス運行業務等を受託した

なお、会社は、地下鉄・ニュートラム関係の事業を行う高速鉄道事業

部、市バス運行関係の事業を行う自動車事業部及び勤務管理関係を行う

総務部で組織されている。

３ 第２の２（１）ウ(ウ)（３頁）中第１条の次の（略）を次のとおり改め

る。

「 委託期間）（

第２条 管理の受委託の期間は、別に定める起算日から５年間とする。

２ 期間満了の１年前までに甲乙双方から申出のないときは、５年間延

長するものとし、以後この例によるものとする。

３ 前２項に定める期間の各年度において、本契約にかかる予算が大阪

市会の議決を経ることができず不成立となった場合、成立した予算の

属する年度の末日をもって、期間の満了とする 」。
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４ 第２の２（１）ウ(エ)（４頁）中「委託範囲を定めてきた 」を「委託。

範囲や委託料等を定めてきた 」に改める。。

５ 第２の２（１）ウ(オ)（５頁）中第１６条の次に、次のとおり加える。

「 （略）

（労務管理業務）

第２２条 乙は委託業務の実施にかかる従業員の労務管理を自らの責任

において行わなければならない 」。

６ 第４の１（１）エ（１７頁）中、①を「①市が、市バス全体の運行ダイ

ヤを作成し、各暦日の運行ダイヤの区分（平日ダイヤ・土曜ダイヤ・休日

ダイヤ）を決定する。そして、厚生労働省・国土交通省の運輸規則で定め

られた労働時間に関する基準を遵守した上で市のホストコンピューターを

用いて会社の各営業所の市バス運転手の基本となる「勤務ダイヤ」を作成

、 、」 、し 会社が必要に応じて系統を入れ替える等の修正を市に依頼する に

「なお 」から「会社によってその班分けが行われている 」までを「そ、 。

して、各営業所の市バス運転手は班別に分けられ、この班をもとに勤務ロ

ーテーションが割りふられており、会社が受託している市バス営業所にお

いては、会社によってその班分けが行われ、どのバスに誰が乗務するか等

のデータは会社が作成している 」に改める。。

７ 第４の１（１）オ(ア)（１７頁）の末尾に次のとおり加える。

「これを受けて住之江営業所長は、臨時運行のための車両と市バス運転手

の割り当てを行った 」。

８ 第４の１（２ （１９頁）中「なお、評価基準としては、添乗成績以外）

に、勤怠（評価比率は６分の１ 、事故（評価比率は３分の１）及び所属）

長評価（評価比率は６分の１）がある 」の次に改行して次のとおり加え。

る。

「 市職員による添乗については、平成１４年度以降平成１７年度まで年
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に２回、市職員が、会社が運行している路線のバスに添乗して会社が作

成した添乗報告書の様式に、服装や安全運転の遵守等の各項目別に点数

による評価を記入し、会社に提出していた。なお、平成１８年度におい

ては市職員は添乗を実施していない 」。

９ 第４の１（３ （１９頁）の末尾に次のとおり加える 「正規社員に登） 。

用された人数は、平成１７年度に９名、平成１８年度に２０名、平成１９

年度に１８名である。平成１９年９月１日現在の在籍者で正規社員に登用

された者は、運転手３０名、運行管理者１１名である 」。

１０ 第４の１（４ （２０～２１頁）を次のとおり改める。）

「 ４）組合と市及び会社との団交経緯等（

ア 平成１１年１０月頃、市内１１か所の各営業所に２～３名ずつ配属さ

れていた市の嘱託職員の運転手３０余名は親睦会を結成した。

嘱託職員の運転手らは、営業所毎に嘱託職員の待遇が異なることや正

規職員との賃金格差が大きいことに不満を抱き、既存の労働組合である

大交に対し、改善要求を出すよう申し入れたが、大交はこの申入れを受

け入れなかった。

平成１２年１２月２８日、嘱託職員の運転手のうち１３名は、嘱託職

員は大交に加入できず、また、現在の親睦会では市と交渉することはで

きないとして、組合を結成し、市に対し、その旨を通知し、賃金改定、

休暇の改定などを要求事項とする要求書を提出するとともに、団交開催

を申し入れた。その後、組合と市との間で２回の団交が開催されたが、

市からは交通局部長が出席し、要求事項に対する回答を読み上げる形式

であった。

イ 平成１３年１１月２０日、組合は、市バス運行業務等が会社に業務委

託されるという情報を入手し、組合と会社との団交の場を設けることを

市に依頼したところ、交通局労政係長は、新会社の労務担当として交通
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局の職員が出向するため、新会社と当局が連携して組合の意見を聞くこ

とになる旨、返答した。

ウ 市と嘱託雇用契約を締結している組合員との同契約は平成１４年３月

３１日までであり、同年４月１日付けで、組合員は、新たに会社の市バ

ス運転手として採用された。組合員の具体的業務内容は、同日以降本件

初審申立時に至るまで変わらなかった。なお、採用に当たって試験はな

く、会社の役員による、公休出勤の可否を確認する５分程度の面接、及

び市交通局係長の指示による健康診断が行われた。また、基本給につい

ては、各人の交通局での勤続年数に応じて会社の初任給基準に一定額を

加算した額とされた。

エ 平成１４年９月１９日、組合と会社との間で、①基本給を交通局採用

時と同額の２２万円以上とすること、②嘱託運転手を正規運転手にする

こと（以下「正規社員としての雇用」という 、③組合事務所・掲示。）

板を貸与すること等１０項目について団交が行われた。

上記①について、組合は、交通局当時と比べ業務内容は同じであるの

に、基本給が２２万円から約１６万円に減額になった結果年収が２割減

少し、約４００万円になった旨述べた。これに対し、会社は、４月の採

用時に会社の初任給基準に交通局での勤続年数に応じた加算を行うこと

等明示し、条件等は了承のもとと理解していること、また、会社の給与

制度は昇給が年に２回あり、臨時給与・退職金等を勘案すると会社の定

年である６５歳まで勤務した場合の総額は、交通局の嘱託職員として勤

務した場合と比較して多くなると考えており、組合の要望に応じること

は困難である旨回答した。

会社は、上記②について、バスの乗車人数が減少傾向で今後の経営環

境の見通しが極めて困難であるとして正規運転手にするのは現状では非

、 、 、常に難しい旨回答し 上記③の組合事務所については スペースがなく
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また、営業所の建物は交通局の所有で業務遂行のためだけに使用してい

ることからどの労働組合にも貸与していない旨、掲示板については、掲

示物の具体的内容等の申入れを受けた上で検討し、交通局に申し入れる

旨回答した。

、 、 、オ 会社は 平成１４年１２月１６日付け文書により 給料の３％カット

定期昇給の１２か月延伸（従前は年２回定期昇給が行われていた ）及。

び平成１４年度の年度末手当の０．０５か月分減額を申し入れた。

同月２５日、組合と会社との間で上記申入れの内容等を議題とする団

交が行われ、会社は申入れ事項のうち、給料の３％カットを撤回し、定

期昇給は６か月延伸（上記(３)）とすることとした。

カ 平成１５年６月１２日、組合と会社との間でベースアップ及び夏季一

時金等を議題とする団交が行われた。会社は、委託料は前年と変わらず

ベースアップは困難である旨、夏季一時金については市の決着内容と同

一である旨、回答した。

キ 平成１５年８月２８日、組合と会社との間で上記（１）オ(ア)の臨時

運行に係る公休出勤等を議題とする団交が行われた。団交に先立ち、会

社は、団交の前段の窓口折衝において組合から交通局責任者を団交に出

席させるよう要請を受けたが、交通局は会社に業務委託をしているだけ

であり団交に出席しないと述べた。

ク 平成１５年１１月１２日、組合と会社との間で正規社員としての雇用

等を議題とする団交が行われた。会社は、交通局との業務委託契約は５

年契約でその後は未定であるから正規社員にはできない旨回答した。

ケ 平成１５年１２月２５日、組合と会社との間で上記（３）の平成１６

年１月１日からの給料改定率等を議題とする団交が行われた。組合は、

会社が提案する平均給料改定率マイナス１．４１％及び１％の給料カッ

トを撤回するよう求めたが、会社は、人件費を抑制しなければならない
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ので理解してほしい旨回答した。また、組合が、次年度において組合員

全員を契約更改するかどうか尋ねたところ、会社は、契約更改の返事が

１月中旬にずれこむこと、及び交通局から業務を受託しているのである

から交通局の意向は聞く旨、回答した。

コ 平成１６年１月７日、組合と会社との間で給料改定率、正規社員とし

ての雇用等に関する団交が開催された。会社は、平均給料改定率につい

ては市の意向も勘案し会社が決めた旨、１％の給料カットは撤回する旨

回答した。また、組合は、会社に対し、嘱託から正規社員になるルート

は会社にはないのか尋ねたところ、会社は、交通局と会社との契約が５

年契約であるのでその先のことはわからない旨、回答した。さらに、組

合が会社の経営計画について尋ねたところ、会社は、当局次第である旨

回答した。

なお、市は、市長室長及び総務局長名で、平成１４年１２月９日付け

「外郭団体等における職員の給料月額の減額措置について」と題する文

書を関係所属長に送付したことがあった。同文書には、市は財政構造改

革に取り組む強い決意を示すため厳しい人件費抑制措置を実施すること

としたこと、ついては、外郭団体等の職員の給料月額等についても配慮

願う旨が記載されており 「参考」として、市の職員に対し、本給及び、

賞与の３～５％カット、定期昇給の１２か月延伸、期末手当の０．０５

か月分減額等が示された「本市職員の人件費抑制の取り扱いについて」

と題する文書が添付されていた。

サ 平成１６年６月２２日、組合と会社との間で、夏季一時金及び組合事

務所等に関する団交が行われた。

組合が、交通局当時２２万円であった基本給が約６万円減額となった

ことについて、夏季一時金で埋め合わせをするべきであるとして会社の

回答額を増額するよう求めたところ、会社は、関企労とは平成１６年度
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夏季一時金を２．１か月分支給することで合意しており組合に対しても

同額でお願いするしかない旨、基本給は減額したが手当及び退職金を支

給するようにしたことにより、３年経過すると会社における条件の方が

よい旨回答した。

また、組合事務所について、会社がどの労働組合にも貸与していない

旨回答したことに対し、組合が、交通局所有のビルにある関企労の事務

所については、交通局の関連企業が交通局の許可を得て関企労と契約し

ていると述べた。会社は、関企労の事務所について何ら関与していない

旨回答した。

シ 平成１７年５月１９日及び同年６月１０日、組合と会社との間で組合

事務所等に関する団交が行われた。会社が、組合事務所はどの労働組合

にも貸与しておらず、場所もないので貸与できない旨回答したところ、

組合は、関企労の事務所があるビルの一室を借りる手続について直接交

通局と交渉してよいか尋ね、会社は、直接交渉するのはかまわないと回

答した。

なお、同年６月１０日の団交においては正規社員としての雇用につい

ても話合いが行われた。会社は、現在受託中の営業所が平成１９年度以

降も継続されるか決定していない状況で嘱託社員全員の正規社員化は考

えていない旨回答し、さらに、平成１７年度に正規社員に登用された９

名（上記（３ ）の登用基準に関する組合の質問に対し、勤務成績、事）

故・苦情の有無及び添乗成績等を総合的に判断した結果である旨回答し

た。

ス 平成１７年６月３０日 組合は市に対し 団体交渉申入書 及び 要、 、「 」 「

求書」を提出した 「団体交渉申入書」には、開催日時を同年７月２０。

日とすること、場所は交通局指定の場所とすること、交渉事項は「要求

書」どおりであること、及び団交場所については同月１２日までに組合
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事務所あて文書で回答することが記載されていた。また 「要求書」に、

は、要求内容として①１年契約の反復雇用の形態をやめ、早急に正規社

員として雇用すること、②初任給の基本給を月額２２万円とすること、

③組合に対し組合事務所を貸与すること、④今後の公営交通の計画・方

針の情報を公開し、労働者に説明すること、が記載されていた。

セ 平成１７年７月１２日、市は組合に対し 「平成１７年６月３０日付、

けで提出のありました貴団体からの団体交渉の申し入れにつきまして、

当局といたしましては、以前にも回答しましたように、貴団体からの団

体交渉の申し入れを受ける立場にはないと考えておりますので、その旨

ご回答申し上げます 」と記載された回答書を送付した。。

ソ 平成１７年１１月１０日、組合は、本件救済申立てを行った 」。

１１ 第４の１（４ （２１頁）の次に（５）として次のとおり加える。）

「 ５）本件救済申立て後の組合と会社との団交経緯等（

ア 平成１７年１２月２日、組合と会社は、初任給の基本給を月額２２

万円にすること等について団交を行った。会社は、会社の経営状況は

悪く、また、市においても市バス事業を民間委譲すべき等との改革案

が出ている状況で委託料の増額は望めないことから基本給の増額はで

きない旨回答した。組合は、人件費について市から圧力がかかってい

るのではないか、市に委託料を増額してもらうよう言えるのではない

かと述べ、これに対し、会社は、市からの圧力はなく委託費の配分は

会社で決定している旨、増額の要求はしている旨回答した。

イ 市は、これまで会社に委託してきた市バス運行業務等について、公

募提案方式を採り入れ、平成１９年４月から５年間新たに委託する井

高野営業所の管理業務について公募を行い、平成１８年９月４日、会

社を含む４社の応募事業者のうち、南海バス株式会社を受託予定者と

して決定した。
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ウ 平成１９年度においても、正規社員としての雇用及び初任給の基本

給を月額２２万円にすること等について、平成１９年７月２３日、同

年８月３日、同年１０月１０日に団交が行われ、会社は、①受託事業

が中心であることから事業の安定が難しいこと、②同年度の井高野営

業所の委託に当たり「公募提案方式」による選定が実施され、一層運

営コストの削減を図らねばならない厳しい状況であることから組合の

要求に沿うことはできない旨回答した 」。

第４ 当委員会の判断

組合は、初審大阪府労委が、市は本件団交事項を議題とする団交に応諾

する義務のある使用者であるとはいえないと判断したことを不服として再

審査を申し立て、本件のような親子型・一部門型の事案においては、朝日

放送事件最高裁判決のような派遣型事案と異なり、包括的支配の有無の検

討が必要であると主張し、市は、組合員との労働関係に対して 「不当労、

働行為法の適用を必要とするほどの実質的な支配力ないし影響力を及ぼし

うる地位にある者」であり、また、組合の組合員の労働条件を「現実的か

つ具体的に支配、決定できる地位」にあるとして、労組法第７条第２号の

使用者に当たると主張する。これに対し、市は、初審大阪府労委が、本件

団交事項について、市の使用者性を否定したことは、朝日放送事件最高裁

、 （ 、 ）。判決の基準に適合したもので 妥当であると主張する 前記第２の１ ２

よって、以下判断する。

１ 労組法第７条の使用者の意義について検討するに、不当労働行為救済制

度は契約責任を追及するものではなく、労働者が使用者との交渉において

対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させるこ

と、並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための

団交をすること及びその手続を助成すること等を目的とするものであるか
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ら、労組法第７条の使用者は労働契約上の使用者（雇用主）に限定される

ものではなく、雇用主と同視しうる者も含まれると解される。そして、雇

用主以外の者であっても、当該労働者の労働条件等に対して、現実的かつ

具体的な支配力を有しているといえる場合は、雇用主と同視しうる者とし

て労組法第７条の使用者に当たるというべきである。

そこで、本件においては、市が会社従業員である組合員の労働条件等に

対して、現実的かつ具体的な支配力を有しているといえる場合には、市は

雇用主である会社と同視すべき者として労組法第７条の使用者に当たると

いうことができる。

なお、組合は、個々の団交事項ごとに市が「現実的かつ具体的に支配、

決定」していたかどうかを問題とする初審決定の立場は誤りである旨主張

する（前記第２の１（１）ア）が、当委員会としては、上記の観点から、

市は、会社の市バス運転手の労働条件等に対して、現実的かつ具体的な支

配力を有しているといえるか否かについて（下記２ 、市は本件団交事項）

に対して、現実的かつ具体的な支配力を有しているといえるか否かについ

て（下記３ 、以下、順次検討することとする。）

２ 市は会社の市バス運転手の労働条件等に対して、現実的かつ具体的な支

配力を有しているといえるか否かについて検討する。

組合は、市は会社に対して、組織面、業務面及び労働条件面において支

、 、配しているとして 市と会社との包括的な支配・被支配の関係からすれば

会社は市交通局の一部門の役割を担っているにすぎず、組合員の労働条件

は、すべて市の重大な支配力・影響力のもとで決定されている旨主張する

（前記第２の１（２ 。よって、以下判断する。））

( ) まず、会社の業務面及び労働条件面に対する市の包括的支配性の有無1

について検討する。

組合は、業務面について、会社の市バス運行事業に関しては、運行ダ
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、 、イヤ・勤務ダイヤ作成等の業務内容を市が決定・管理しており さらに

労働条件面について、市は会社の運転手に対して、他の営業所の直用職

員の運転手と同様に指揮監督を行ってきたと主張するので（前記第２の

１（２ 、この点について検討する。））

ア 会社の業務面に対する市の支配性の有無

本件においては市は市バス全体の運行事業者であることから、市バ

スの運行計画に基づき、会社に委託している各営業所の運行ダイヤを

市が決定しているものである。その上で①勤務ローテーションの割付

については、市の担当課が厚生労働省・国土交通省の運輸規則で定め

られた労働時間に関する基準を遵守した上でホストコンピューターを

用いて基本となる勤務ダイヤを作成し、それに対し会社が「勤務組合

せ変更依頼書」や「基本ローテーション表変更申請依頼書」で必要な

修正依頼を市に連絡し、市がその修正をコンピューターに入力し、最

終的には運転手個人ごとの「個人ローテーション表」が作成され、市

から会社の各営業所に送付されているが、各運転手の班分け、どのバ

スに誰が乗務するか等の決定は会社が行っているものであること（前

記第３でその一部を改めて引用した初審認定事実（以下「初審認定事

実」という ）第４の１（１）エ 、②市から会社への業務指示の通。 ）

知等をみると、市交通局から会社営業所長宛の、臨時運行の期間・内

容や勤務の取扱い等の事務連絡 「自動車運転手の勤務制度の見直し、

について 「特別研修の実施について 「平成１８年５月４日の勤」、 」、

務の取扱いについて」という文書が送付されていること（同１（１）

オ）が認められる。このような市バス運行業務等の実態からすると、

基本となる勤務ダイヤの作成や業務指示等の通知を通じて、市は会社

の市バス運行業務等に対して一定の関与をしているということができ

る。
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しかしながら、市は、市バス運行業務を会社に委託した後も、市民

に対し市バスの円滑な運行を確保すべき責務を負うものとして、会社

の行う市バス運行業務に関し一定の関与をしているものと判断される

のであって、それらは次のとおり相応の理由によるものである。すな

わち、上記①の勤務ダイヤの決定については、市は市バス全体の運行

ダイヤにあわせて運転手の労働時間や休憩等の法的基準を勘案して各

営業所の基本となる勤務ダイヤを市交通局のホストコンピューターを

用いて作成しているのであり、このことは市バス全体の運行について

市が一元的に管理していることから、会社が受託している営業所の市

バス運行業務の運行ダイヤ・基本となる勤務ダイヤについても市のシ

ステムにより管理することには合理性があり、また、経費の面、デー

タ処理の便宜の面からも合理性があるといえる。また、上記②の業務

指示の通知等については、市バス全体の運行を管理する立場にあり、

かつ、監理団体を指導・調整すべき立場にある市が、その立場から必

要な措置を講ずるように会社に要請したものであって、管理に関する

覚書第２条の「相互協力及び相互連絡」にあるとおり 「委託業務の、

円滑且つ確実な遂行に努めなければならない」との趣旨に基づくもの

であるといえる。このように上記①②についてはいずれも市バス運行

業務委託の内容による相応の理由に基づくものであり、このことに業

務指示の通知等は会社の営業所に対して通知しているのであり、直接

会社の従業員に指揮命令しているものでもないこと、勤務ローテーシ

ョンへの各運転手の班分けやバス乗務者の決定は会社が行っているこ

と等を併せ考慮するときは、市が会社の市バス運行業務に対して上記

のような関与をしていることをもって、市が会社を包括的に支配して

いるものということはできず、市は会社従業員との関係において、労

組法第７条の使用者たる立場にあるとすることはできない。
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イ 会社の市バス運転手の労働条件面に対する支配性（指揮・命令）の

有無

(ｱ) 会社の市バス運転手に対する指揮命令の実態についてみると、①

緊急の場合には、市バス運行中の具体的業務指示は、市交通局の運

行指令室から各市バスの運転手に指示が行われていること、また、

運転手も運行指令室に報告しなければならないとされていること、

②会社の市バス運転手は、交通局職員が所持しているものと同様の

職員カードを所持しており、その職員カードを交通局のホストコン

ピューターに直結している読取機に通すことにより出勤、退勤の管

理が行われていること、③平成１７年度の年末一時金においては、

市職員による添乗成績を会社による添乗成績に加算し市バス運転手

を評価したこと（以上、初審認定事実第４の１（２ ）が認められ）

る。

組合は、上記各事実等からみて、市バス運転手は常に市の指揮命

令下で運行業務に従事している旨、また、市は「添乗成績」によっ

（ （ ）て市バス運転手を勤務評価している旨主張する 前記第２の１ ２

ウ（ア （イ （エ 。） ） ））

しかしながら、上記①については、あくまでも緊急の場合に市の

運行指令室から運転手に指示があったり、運転手に報告を求めてい

るもので、これは市民に対し市バス全体の運行につき責任を負う市

が、乗客の安全確保、事故の処理及び運行の回復等に早急に当たら

ねばならないとの必要性から、状況の渦中にいる運転手と直接連絡

を取ることが最も合目的的であることによるものである。このよう

、 「 」な業務指示は 管理に関する覚書第２条の 相互協力及び相互連絡

とみるべきものであり、特に通常の運転手の業務遂行に対する指揮

命令と同視することはできない。また上記②については、市が出退
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勤の管理を行っているのではなく、会社が市のホストコンピュータ

ーを利用して市バス運転手の出退勤の管理を行っているとみるべき

であり、さらに、上記③については、会社は平成１７年度の年末一

時金について、市職員による添乗成績を勤務評価の１つの資料とし

たことがあるにすぎず、外部の者の評価を資料とすることが直ちに

使用者性に結びつくものではない。よって、市バス運転手は市の指

揮命令下で運行業務に従事しているとする組合の上記主張は採用で

きない。

、 、(ｲ) また 会社の市バス運転手の賃金・賞与の決定等についてみると

①初任給及び給与の方針は会社の社内会議において議論され、会社

と組合との間で団交が行われた上で決定されていること、②平成１

６年の給料改定率や平成１５年度の定期昇給延伸措置の内容は、市

のそれとは異なるものであったこと（以上、初審認定事実第４の１

（３ ）からすると、市が会社の市バス運転手の賃金・賞与決定等）

に関与しているということはできず、賃金・賞与が市からの委託料

による制約を受けている面はあるとしても、会社自身が賃金・賞与

の決定を行っているのであるから、組合員の賃金・賞与等の決定は

実質的には市が行っている旨の組合の主張（前記第２の１（２）ウ

（ウ ）は採用できない。）

ウ 上記判断のとおりであるから、会社の業務面に対し一定の関与をし

ていることをもって、市が会社を包括的に支配しているということは

できず、市バス運行業務の業務内容を市が決定・管理しているという

ことはできない。また、市は組合員の労働条件面に対して、現実的か

つ具体的な支配力を有しているということもできない。

( ) なお、組合は、会社はその資本・人事等の組織面からみても市の支配2

下に組み込まれている旨主張する（前記第２の１（２）ア）ので、この
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点について検討する。

確かに、①資本面では、市の会社に対する出資割合は３７．５％であ

るが、会社への出資割合３７．５％を有する交通サービスは会社と相互

に同じ割合で株式持ち合いをしているため互いに議決権がないので、市

は会社の議決権の６０％を有し、人事面では、会社の役員７名中３名は

市からの派遣者で４名は市の退職者であること、経営面では、平成１６

年度の会社の営業収益のうち９７．６％が市からの受託事業による収益

であること（初審認定事実第４の１（１）ア、イ、ウ 、②会社は市の）

監理団体であり、市は会社に必要な指導・調整を行うものとされている

こと（初審認定事実第２の２（１）ウ（カ ）からすると、資本出資者）

として、あるいは監理団体の指導・調整を通じて、市は会社に対して一

定の影響力を有しているということができる。

しかしながら、市の上記の影響力は、市が会社を支配するためという

より、市バスの運行という委託業務を適正に遂行させるという相応の理

由に基づくものであり、また、上記の事実をもって市が会社の市バス運

転手の労働条件等の決定に対して現実的・具体的な影響力を行使してい

るとまでは認められない。

また、①会社は、昭和６３年６月の設立当初から市のニュートラムの

駅運輸業務等を受託し、平成１４年４月以降、市バス運行業務等を受託

していること、②会社は、平成１４年から直営事業としてバス運行業務

、 、を実施していること ③会社は総務部や自動車事業部などの部署を有し

８００名以上の従業員で組織されていること、④平成１４年４月以降会

社自身が採用した嘱託運転手が会社における市バス運転手の大半を占め

ていること、平成１７年度から独自に正規社員への登用を実施するなど

していること（以上、初審認定事実第２の２（１）ウ（ア （イ 、第） ）

４の１（３ ）からすると、会社は独立の事業者として、市バスの一部）
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門のバス運行業務を受託して行っているものであり、決して市交通局の

一部門であるとか、一部門とみなしうるというものではなく、あくまで

、 。も市と会社の関係は 独立した事業者間の委託者・受託者の関係である

( ) 以上に判断したとおりであるから、市は会社の組織面や資本面におい3

て一定の影響力を有していることは認められるとしても、会社の業務面

や会社の市バス運転手の労働条件面において、市が会社を包括的に支配

しているということはできず、市は組合員の労働条件等に対して、現実

的かつ具体的な支配力を有しているとはいえない。

３ 次に、本件団交事項に対して、市は現実的かつ具体的な支配力を有して

いるといえるか否かについて、さらに検討する。

( ) 団交事項①（正規社員としての雇用）について1

ア 組合は、市は会社を実質的に支配しており、経営方針や雇用形態を

会社が自由かつ独自に決定することはできない旨主張する（前記第２

の１（３）ア 。）

イ しかしながら、正規社員としての雇用に関し、市からの派遣者や市

の退職者である役員が市の指示を受けて組合員の雇用形態を決定して

いるとする疎明はなく、市が、委託者として必要な指導・調整の範囲

を超えて会社における正規社員としての雇用に関与しているとする事

実も認められない。なお、上記２の（２）で判断したとおり、市が資

本出資者として一定の影響力を有していることをもって、市が会社従

業員との関係において労組法第７条の使用者たる立場にあるとはいえ

ない。かえって、会社は平成１７年度から有期雇用契約更新３年以上

の市バス運転手を対象に、事故の有無及び添乗成績等勤務実績が優秀

な者を正規社員に登用し、平成１７年度から平成１９年度においては

合計４７名が登用された（初審認定事実第４の１（３ ）とおり、会）

社は正規社員への登用基準を設定し、自らの判断で登用を行っている
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のである。

なお、本件委託事業が始まった平成１４年度以降の団交において、

会社は、今後の経営環境の見通しが極めて困難であること、交通局と

の委託契約期間は５年間で現在受託中の営業所の委託契約が平成１９

年度以降も継続されることが決定していないこと等により、正規社員

（ （ ）としての雇用は難しい旨回答しているが 初審認定事実第４の１ ４

エ、ク、コ、シ 、会社は、委託事業としての制約を踏まえて対応し）

たものであって、上記のように回答したからといって当該団交事項に

ついて市に使用者性があるとはいえない。

ウ 上記のとおり、会社の有期雇用契約の市バス運転手の正規社員への

登用については、会社が自らの判断でこれを行っていることは明らか

であるから、組合の上記主張は採用できず、この点について市が現実

的かつ具体的に支配力を有しているとはいえない。

( ) 団交事項②（初任給を２２万円とすること）について2

ア 組合は、社内会議での給与額の「決定」自体が市の支配のもとに行

われているもので、社内会議の決定は、市が一方的に決定している委

託料の「運転及び運行管理費」の範囲内でのものにすぎない旨主張す

る（前記第２の１（３）イ 。）

イ そこで、会社における給与の決定過程についてみると、①初任給及

び給与の方針は、会社の社内会議において収支状況や事業計画、各労

働組合からの要求等を考慮しながら議論し決定されていること（初審

認定事実第４の１（３ 、②平成１４年４月１日付けで会社に採用））

された際の組合員の給与については、各人の交通局での勤続年数に応

（ （ ） ）じて会社の初任給基準に一定額を加算した額とされた 同１ ４ ウ

こと、③会社は、平成１４年１２月の団交において、会社が当初提案

していた給料の３％カット及び定期昇給の１２か月延伸等について給
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料の３％カットを撤回し、定期昇給の延伸を６か月とするとし、平成

１５年度の定期昇給延伸措置の内容は市のそれとは異なるものとなっ

たこと（同１（３ （４）オ 、④平成１６年１月１日に実施され）、 ））

た給料改定措置について、会社における平均給料改定率は市の平均給

、 、 、料改定率と異なるものであったこと また 同月７日の団交において

会社は、前回の団交で提案していた１％の給料カットを撤回したこと

（同１（３ （４）ケ、コ）が認められる。）、

これらの事実からすると、会社の市バス運転手の初任給及び給与に

ついては、会社が自らの判断でこれを決定しているものといえる。

他方、①市は、平成１４年１２月９日付けで、外郭団体等の職員の

給料月額の減額措置等について配慮願う旨の文書を送付したこと、②

平成１６年１月の団交において、会社は平均給料改定率については市

の意向も勘案し決定した旨回答したこと（以上、同１（４）コ）が認

められる。しかしながら、上記①の市の文書が会社の初任給決定にど

のような影響を与えたかについて疎明はない。また、上記②について

は、会社が給料の額を決定するに当たり、市の委託料の額の影響を受

けることから市の意向を勘案することはあり得るとしても、団交にお

ける上記の発言をもって市が初任給の決定過程に関与したり指示をし

ているということはできないし、そのような疎明もない。

なお、会社は団交において、①初任給の基本給を市の嘱託運転手と

同じ２２万円にするとの組合の要求に対し、会社の初任給基準を別に

設け、それに勤続年数に応じた加算をし、昇給が年２回あるなど、独

自の賃金制度であると回答したこと（同１（４）エ 、②基本給の減）

額分を夏季一時金で埋め合わせするべきとの組合の要求に対し、関企

労が合意済みであるとして会社回答額でお願いする旨回答したこと

（同１（４）サ 、③本件救済申立て後の団交においても、委託料の）
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（ （ ） ）配分は会社が独自に決定している旨回答していること 同１ ５ ア

からみても、市の委託料の範囲で市から派遣された役員が給与額を決

定しているから、市が初任給を決定したことになるという組合の主張

は短絡的に過ぎる。

ウ 上記のとおり、会社従業員の初任給については、会社が独自にこれ

を決定していることは明らかであるから、組合の上記主張は採用でき

ない。

( ) 団交事項③(組合事務所の貸与）について3

ア 組合は、初審決定によれば、営業所の施設管理権は市が有している

というのであり、組合事務所貸与について会社には決定権がないので

あるから、会社のみを交渉の相手方とする意味はない旨主張する（前

記第２の１（３）ウ 。）

イ しかしながら、組合事務所の貸与については、組合と会社が具体的

に話合い等を行い、貸与場所として交通局所有の市バス営業所施設内

の場所が対象となった場合には、管理業務に関する覚書第２６条に基

づき、会社が交通局と協議し、承認を得ることが求められる（初審認

定事実第２の２（１）ウ（オ ）ものであり、市は、会社から協議を）

求められれば協議に応じるという立場にあるにすぎない。本件におい

、 、 、ては 会社はいずれの労働組合にも貸与しておらず 会社は市に対し

施設使用に係る協議及び承認は申し入れていない。

他方、平成１７年５月から６月に行われた団交において、組合が関

企労の事務所がある交通局所有のビルの一室を使用する手続に関し直

接交通局と交渉することについて、会社はかまわない旨回答したこと

（初審認定事実第４の１（４）シ）が認められる。しかし、会社が上

記のような回答をしたことをもって、市が組合に対し組合事務所を貸

与するという便宜供与をすべき立場にあるということはできない。
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また、会社は関企労の事務所について関与していない（同１（４）

サ）としており、関企労がどのような経緯で組合事務所を借り受けた

か、その他に市あるいは会社が組合事務所の貸与について便宜供与を

行っていたとの疎明もない。

ウ 上記のとおり、組合事務所の貸与について、市が組合に対し便宜供

与をすべき立場にあるとはいえないから、組合の上記主張は採用でき

ない。

( ) 団交事項④（公営交通の計画・方針の公開・説明）について4

組合は、会社の経営方針は市の公営交通政策の帰趨によって大きく左

右され、労働者の賃金に大きく影響するものであるから、組合が公営交

通の計画等について把握することは団交を実効あらしめるため不可欠の

ものである旨主張する（前記第２の１（３）エ 。）

確かに、市の公営交通施策が会社の経営方針、ひいては労働者の賃金

に影響を与えることがないとはいえないが、上記判断のとおり、市が会

社を包括的に支配しているということはできないから市に使用者性があ

るとはいえない。また、本件団交事項である「市の今後の公営交通の計

画・方針を公開し、労働者に説明すること」というのでは交渉事項とい

えず、組合員の労働条件等の直接の関連性も不明確であり、これが義務

的団交事項に該当するとはいえない。よって、組合の上記主張は採用で

きない。

４ 結論

以上判断したとおり、市は、市バス運転手の労働条件等に対しても、本

件団交事項に対しても、いずれも現実的かつ具体的な支配力を有している

とはいえず、会社の市バス運転手との関係において労組法第７条第２号の

使用者には当たらない。

したがって、市は本件団交事項を議題とする団交に応諾する義務のある
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使用者に当たらないとした初審決定は相当である。

以上のとおりであるから、本件再審査申立てには理由がない。

よって、労組法第２５条、第２７条の１７及び第２７条の１２並びに労働

委員会規則第５５条の規定に基づき、主文のとおり命令する。

平成２０年５月７日

中央労働委員会

印第一部会長 渡 辺 章 ○


